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予防接種名

ロタテック（５価） ３回

ロタリックス（１価） ２回

望ましい時期 生後２ヵ月～７ヵ月に至るまで ４回

生後７ヵ月～１２ヵ月に至るまで ３回

生後１２ヵ月～２４ヵ月に至るまで ２回

生後２４ヵ月～６０ヵ月に至るまで １回

予防接種名 備　考

３回 ２０日から５６日までの間隔をおいて３回

1回 １期初回接種３回終了後６ヵ月以上の間隔をおいて１回

ＢＣＧ １回

１回

１回 対象年度の４月１日から翌年の３月３１日までの間に1回 対象年齢時に個別通知

水痘 ２回 ３ヵ月以上、標準的には６～１２ヵ月までの間隔をおいて２回 既に水痘に罹ったことがある場合は対象外

２回 ６日以上、標準的には２８日までの間隔をおいて２回

１回 １期初回終了後６ヵ月以上、標準的にはおおむね１年の間隔で１回

１回 ９歳の誕生月の翌月に個別通知

          二種混合
(ジフテリア・破傷風)

１回 １１歳の誕生日の翌月に個別通知

１５歳になってから

１５歳になるまで ２回

２ヵ月の間隔をおいて２回行った後、１回目の注射から６ヵ月の間隔をおいて１回　（当該方法をとることができなかった場合は、２回目は１回
目から１ヵ月以上、３回目は２回目から３か月以上あける）

シルガード９（９価）
１回目の注射から６ヵ月の間隔をおいて１回

月齢・年齢の数え方：　　「誕生日の前日に年齢が加齢される」という年齢計算に関する法律及び民法第１４３条が適用されますのでご注意ください。
　＊「●歳未満」・「●歳に至るまで」・「●歳に達するまで」の解釈＝「●歳の誕生日の前日まで」　（例えば麻しん風しんの１期の場合「生後２４ヵ月に至るまで」なので、『２歳の誕生日の前日までに接種しなければならない』ということになります。）

　＊出生〇日後、出生〇週〇日後とは、出生日を0日として、翌日を１日後として算出します。つまり、出生6週0日後とは生まれてから6回目の同じ曜日、出生１４週６日後とは、生まれてから１５回目の同じ曜日の１日前、出生２４週０日後とは、生まれて
から２４回目の同じ曜日、出生32週0日後とは、生まれてから３２回目の同じ曜日を示します。

　＊〇ヵ月後とは、〇ヵ月後の同じ日を示します。1ヵ月後とは、1ヵ月後の同じ日、2ヵ月後とは、2か月後の同じ日を指します。

３歳の誕生月の翌月に個別通知
１期追加：４歳（生後６～９０ヵ月に至るまで　）

２期：９歳～１０歳に達するまで（９歳以上１３歳未満）

１１歳～１２歳に達するまで（１１歳以上１３歳未満）

子宮頸がんワクチン
（HPV）

サーバリックス（２価） １３歳となる日の属する年度の初日から当該年度の
末日までの間（１２歳となる日の属する年度の初日
から１６歳となる日の属する年度の末日までの間に
ある女子）

３回

１ヵ月の間隔をおいて２回行った後、１回目の注射から６ヵ月の間隔をおいて１回　（当該方法をとることができなかった場合は、２回目は１回
目から１ヵ月以上、３回目は１回目から５ヵ月以上、２回目から２ヵ月半以上あける）

ガーダシル（４価）

生後５～８ヵ月に達するまで（１歳に至るまで）

麻しん風しん混合
１期：生後１２～２４ヵ月に至るまで

２期：５歳以上７歳未満の小学校入学前の１年間（年長児）

１回目：生後１２ヵ月～１５ヵ月
２回目：１回目接種終了後６～１２ヵ月まで
　　　　　　（生後１２～３６ヵ月に至るまで）

日本脳炎
１期初回：３歳（生後６～９０ヵ月に至るまで）

五種混合
（ジフテリア・百日咳・
破傷風・ポリオ・ヒブ）

１期初回：生後２～７ヵ月に至るまで（生後２～９０ヵ月に至るまで）

令和6年4月1日から接種開始予定です。
１期追加：１期初回接種３回終了後６～１８ヵ月まで
（生後２～９０ヵ月に至るまで）

望ましい時期（法律で定められている期間） 接種間隔・回数

Ｂ型肝炎 生後２～９ヵ月に至るまで（１歳に至るまで） ３回
２７日以上の間隔で２回
更に初回接種から１３９日(２０週)以上を経過した後に1回

小児用肺炎球菌
ワクチン

【初回接種】標準的には生後１２ヵ月までに２７日以上の間隔で３回
【追加接種】生後１２ヵ月～１５ヵ月に至るまでを標準的な接種期間として、初回接種終了後６０日以上の間隔をおいた後、生後１２ヵ月以降に
１回
但し、初回２回目及び３回目の接種は生後２４ヵ月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わない（追加接種は可能）
また、初回２回目の接種が生後１２ヵ月を超えた場合は初回３回目の接種は行わない（追加接種は可能）

【初回接種】標準的には生後１２ヵ月までに２７日以上の間隔で２回
【追加接種】初回接種終了後６０日以上の間隔をおいた後で、生後１２ヵ月以降に１回
但し、初回２回目の接種は生後２４ヵ月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わない（追加接種は接種可能）

６０日以上の間隔をおいて２回

追加接種のみ

法律で定められて
いる期間

　　　定　期　予　防　接　種

１回目の接種を開始する月齢 接種間隔・回数・法律で定められている期間

ロタワクチン 生後２ヵ月～生後１４週６日後まで
２７日以上の間隔で３回　　３回目は生後３２週０日後までに接種

２７日以上の間隔で２回　　２回目は生後２４週０日後までに接種


